
〈
史
料
紹
介
〉

西
園
寺
家
所
蔵
『
公
衡
公
記
』

徳
　
仁
　
親
　
王

木
　
村
　
真
美
子

西園寺家所蔵r公衡公記』

　
学
習
院
大
学
史
料
館
が
西
園
寺
公
友
氏
か
ら
寄
託
さ
れ
た
『
西
園
寺
家
文
書
』
に
は
、
い
く
つ
か
の
日
記
の
写
本
が
存
在
す
る
。
そ
の

な
か
に
、
『
公
衡
公
記
』
の
従
来
知
ら
れ
て
い
な
い
記
文
を
載
せ
る
無
題
の
一
軸
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　
本
書
は
、
楮
紙
一
五
紙
を
貼
り
継
い
で
巻
子
に
し
た
も
の
で
、
そ
の
法
量
は
縦
二
七
・
九
糎
、
横
六
三
九
糎
（
一
紙
あ
た
り
の
最
長
四

三
・
七
糎
、
最
短
三
七
・
二
糎
）
で
あ
る
。
表
紙
お
よ
び
軸
は
な
か
っ
た
が
、
本
年
五
月
に
修
補
を
加
え
、
現
在
は
軸
装
し
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
前
欠
で
あ
り
、
奥
書
も
な
く
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
本
書
が
い
つ
の
記
録
で
、
記
主
が
誰
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
記
事

は
、
前
欠
の
た
め
日
付
不
明
の
日
か
ら
は
じ
ま
り
、
二
三
～
二
七
日
条
の
六
日
間
分
を
載
せ
る
が
、
最
後
の
二
七
日
条
は
、
文
字
も
徐
々

に
小
さ
く
な
っ
て
お
り
、
途
中
ま
で
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
本
文
中
に
し
ば
し
ば
「
本
マ
・
」
「
本
不
見
」
等
の
注
記
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が
見
え
、
転
写
本
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
紙
背
文
書

は
な
く
、
書
写
年
代
を
確
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

紙
や
筆
の
感
じ
か
ら
室
町
時

代
後
期
の
も
の
と
推
測
さ
れ

る
。　

内
容
は
、
新
帝
の
御
所
へ

の
剣
璽
渡
御
の
儀
を
は
じ
め

と
し
て
、
蔵
人
所
の
役
人
の

交
名
、
新
院
の
院
庁
開
設
に

あ
た
っ
て
の
動
き
な
ど
が
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
文

に
あ
る
新
帝
の
殿
上
人
交
名

の
う
ち
、
「
左
少
将
実
衡
朝

臣
」
の
右
肩
に
「
愚
息
」
の

文
字
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

中
院
顕
子

西
園
寺
実
兼

実
衡（

広
義
門
院
）

寧
子

公
顕

兼
季
（
今
出
川
）

恒
明
親
王

後
宇
多
院

光
厳
院
「
擁
院

光
明
院

直
仁
親
王

後
醍
醐
院

＝
禧
子（

後
京
極
院
）

参考〈西園寺家と天皇家の関係系図〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
記
中
に
見
え
る
他
の
人
名
か
ら
、
本
書
の
記
主
が
西
園
寺
公
衡
で
あ
る
こ
と
、
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
七
月

の
後
伏
見
天
皇
践
詐
の
と
き
の
記
録
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
前
欠
の
日
付
が
二
二
日
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
本
書
は
、
『
公
衡
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西園寺家所蔵「公衡公記』

公
記
』
永
仁
六
年
七
月
二
二
日
（
前
欠
）
～
二
七
日
条
の
写
本
な
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
記
主
の
公
衡
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
く
。
公
衡
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
文
永
元
年
（
一
二
六
四
）
に
生
ま
れ
た
。
父
は
、

太
政
大
臣
実
兼
。
母
は
、
内
大
臣
中
院
通
成
の
女
顕
子
。
文
永
四
年
、
四
歳
で
叙
爵
。
建
治
二
年
（
一
二
七
六
）
、
非
参
議
従
三
位
。
永

仁
六
年
内
大
臣
。
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
右
大
臣
と
な
る
が
、
年
内
に
辞
し
、
同
三
年
従
一
位
に
叙
せ
ら
れ
た
。
嘉
元
二
年
（
一
三
〇

四
V
夏
こ
ろ
よ
り
父
実
兼
の
あ
と
を
襲
っ
て
関
東
申
次
の
任
に
就
き
、
延
慶
二
年
（
一
三
〇
九
）
左
大
臣
に
至
る
が
、
三
ヶ
月
で
辞
し
、

翌
々
応
長
元
年
（
＝
二
一
一
）
出
家
し
た
。
法
名
は
静
勝
。
そ
し
て
、
四
年
後
の
正
和
四
年
（
＝
二
一
五
）
九
月
、
父
に
先
ん
じ
て
五
二

歳
で
莞
じ
た
。

　
公
衡
の
同
母
妹
に
は
、
伏
見
天
皇
の
中
宮
で
後
伏
見
天
皇
の
生
母
で
あ
る
永
福
門
院
鏡
子
と
、
亀
山
院
の
後
宮
に
入
り
、
恒
明
親
王
を

生
ん
だ
昭
訓
門
院
瑛
子
が
、
異
母
妹
に
は
後
醍
醐
天
皇
の
中
宮
と
な
っ
た
後
京
極
院
禧
子
が
い
る
。
さ
ら
に
公
衡
の
女
寧
子
は
、
後
伏
見

院
の
女
御
と
な
り
、
広
義
門
院
の
院
号
を
宣
下
さ
れ
た
の
ち
、
光
厳
・
光
明
両
天
皇
を
生
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
西
園
寺
家
は
天
皇
家

と
多
数
の
婚
姻
関
係
を
結
び
、
持
明
院
・
大
覚
寺
両
天
皇
家
の
外
戚
と
し
て
勢
力
を
有
し
て
お
り
、
公
衡
も
ま
た
そ
の
中
に
身
を
置
い
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
絵
巻
『
春
日
権
現
験
記
』
は
公
衡
の
発
願
に
よ
っ
て
制
作
・
寄
進
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。　

次
に
、
『
公
衡
公
記
』
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
公
衡
の
法
号
竹
林
院
か
ら
『
竹
林
院
記
』
『
竹
林
院
入
道
左
大
臣
記
』
等
と
も
称
さ
れ
、

そ
の
自
筆
原
本
お
よ
び
南
北
朝
・
室
町
時
代
の
写
本
が
、
『
管
見
記
』
と
呼
ば
れ
る
史
料
群
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
『
管
見
記
』
と
は
、

西
園
寺
家
の
中
世
の
当
主
の
う
ち
、
公
衡
・
公
名
・
実
遠
・
公
藤
・
実
宣
五
人
の
日
記
の
原
本
お
よ
び
古
写
本
と
、
そ
の
他
同
家
に
伝
わ

っ
た
文
書
類
や
他
家
の
日
記
を
近
世
の
早
い
時
期
に
整
理
し
た
も
の
の
よ
う
で
、
全
↓
〇
五
軸
か
ら
な
り
、
昭
和
一
七
年
（
一
九
四
二
）

西
園
寺
家
か
ら
宮
内
省
に
献
納
さ
れ
、
現
在
宮
内
庁
書
陵
部
（
以
下
、
書
陵
部
と
す
る
）
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（
な
お
『
管
見
記
』
の
詳
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し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
『
国
史
大
事
典
』
三
〔
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
〕
「
管
見
記
」
の
項
〔
今
江
広
道
執
筆
〕
を
参
照
の
こ
と
）
。

　
『
公
衡
公
記
』
は
、
『
管
見
記
』
に
収
め
ら
れ
る
も
の
以
外
に
も
、
書
陵
部
所
蔵
伏
見
宮
本
な
ど
に
伝
存
す
る
別
記
が
あ
り
、
各
種
の
部

類
記
に
も
記
文
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
収
集
し
た
も
の
が
『
史
料
纂
集
　
公
衡
公
記
』
（
橋
本
義
彦
・
今
江
広
道
校
訂
）
と
し

て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
全
五
冊
の
最
終
冊
が
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
い
ま
だ
解
題
を
得
て
い
な
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
。
今

回
紹
介
す
る
写
本
は
、
『
管
見
記
』
中
に
見
え
な
い
う
え
、
他
の
写
本
も
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
刊
本
に
も
収
め
ら
れ
て
い
な

い
。
さ
ら
に
、
後
伏
見
天
皇
践
柞
の
記
事
を
載
せ
る
他
の
日
記
、
三
条
実
任
の
『
継
塵
記
』
や
公
衡
の
猶
子
三
条
公
秀
の
『
公
秀
公
記
』

等
よ
り
も
詳
し
い
記
文
を
有
し
て
お
り
、
新
出
の
貴
重
な
史
料
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
本
書
は
『
公
衡
公
記
』
永
仁
六
年
分
の
う
ち
践
昨
に
関
す
る
記
文
を
中
心
と
す
る
一
部
分
だ
け
を
載
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
形
で
伝
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
以
下
、
本
書
の
伝
来
に
つ
い
て
、
気
付
い
た
点
を
記
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
『
公
衡
公
記
』
刊
本
に
よ
っ
て
永
仁
六
年
の
同
記
の
残
存
状
況
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
書
陵
部
所
蔵
の
鷹
司
本
親
長
記
所
収
の

記
文
を
、
同
部
所
蔵
群
書
類
従
八
五
御
幸
始
部
類
記
所
収
の
記
文
で
校
訂
し
た
「
伏
見
院
庁
始
記
」
（
八
月
三
日
条
）
、
同
部
所
蔵
伏
見
宮

本
伏
見
院
御
幸
始
記
を
底
本
と
し
、
高
松
宮
本
新
院
御
幸
初
記
で
欠
脱
を
補
っ
た
「
伏
見
院
御
幸
始
記
」
（
八
月
五
日
条
）
、
高
松
宮
本
公

衡
公
記
に
載
せ
ら
れ
る
「
即
位
大
嘗
会
等
記
」
（
一
〇
月
・
一
一
月
の
う
ち
一
五
日
間
分
）
、
以
上
三
点
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、

『
管
見
記
』
に
は
全
く
見
え
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
永
仁
六
年
の
記
文
は
、
合
わ
せ
て
も
わ
ず
か
十
数
日
分
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
に
も
か
か
ら
ず
、
三
点
そ
れ
ぞ
れ
が
内
容
的
な
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
、
別
々
に
伝
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
刊
本
の
五
冊
目
に
収
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
逸
文
と
し
て
、
『
園
太
暦
』
観
応
元
年
（
＝
二
五
〇
）
一
〇
月
二
八
日
条
に
載
せ

る
七
月
一
七
・
一
八
日
条
の
記
文
が
あ
る
。
公
衡
の
孫
公
重
の
直
衣
始
に
際
し
、
随
身
の
装
束
に
つ
い
て
不
審
を
感
じ
た
洞
院
公
賢
が
公

重
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
祖
父
公
衡
の
例
に
倣
っ
た
旨
を
述
べ
、
公
衡
の
直
衣
始
の
記
事
を
載
せ
る
『
公
衡
公
記
』
の
写
を
送
っ
て
き
た
の
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で
、
公
賢
が
こ
れ
を
自
ら
の
日
記
に
貼
り
継
い
だ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
南
北
朝
時
代
に
は
こ
の
条
を
も
載
せ
る
『
公
衡
公
記
』
が
西

園
寺
家
に
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
園
太
暦
』
に
載
せ
る
こ
の
記
文
は
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
二
二
日
～
二
七
日
条
の
わ
ず
か
四
・
五
日

前
の
も
の
で
あ
り
、
両
者
が
も
と
は
つ
な
が
っ
て
日
次
記
の
一
部
を
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
本
書
は
単
に
秋
の
初
め

七
月
一
日
条
か
ら
二
二
日
条
の
途
中
ま
で
が
剥
が
れ
落
ち
た
だ
け
で
、
現
在
の
二
二
～
二
七
日
と
い
う
ま
と
ま
り
に
は
、
何
の
意
味
も
な

い
よ
う
に
も
思
え
る
Q

　
し
か
し
、
こ
の
ま
と
ま
り
に
意
味
を
認
め
る
こ
と
も
出
来
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
『
公
衡
公
記
』
の
伝
存
の
経
緯
に
つ
い
て
平

林
盛
得
の
以
下
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
参
考
文
献
参
照
）
。
平
林
は
、
書
陵
部
に
蔵
さ
れ
る
伏
見
宮
家
旧
蔵
部

類
記
の
な
か
に
公
衡
の
自
筆
の
記
録
が
組
込
ま
れ
て
い
た
り
、
紙
背
に
加
え
ら
れ
た
記
録
名
や
行
事
名
が
公
衡
の
手
に
な
る
こ
と
に
注
目

し
、
自
家
か
ら
皇
妃
を
出
し
て
い
る
公
衡
が
、
積
極
的
に
部
類
記
（
日
記
類
か
ら
特
定
の
事
項
に
関
す
る
記
事
を
収
集
あ
る
い
は
抄
出
し
、

類
別
編
集
し
た
も
の
）
を
編
纂
し
た
と
考
え
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
部
類
記
作
成
に
熱
心
で
あ
っ
た
公
衡
の
日
次
記
が
あ
ま
り
残
っ
て
い

な
い
原
因
の
ひ
と
つ
に
、
自
ら
の
日
次
記
を
切
断
し
て
部
類
記
に
利
用
し
た
た
め
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
書
の

原
本
は
、
二
二
日
に
行
わ
れ
た
後
伏
見
天
皇
践
柞
と
そ
の
関
係
の
記
文
を
有
す
る
ま
と
ま
り
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
二
二
日
条
か
ら
は
じ
ま

り
二
九
日
条
ま
で
を
含
ん
で
い
た
が
、
冒
頭
の
一
紙
も
し
く
は
数
紙
が
剥
が
れ
落
ち
、
二
七
日
条
の
途
中
ま
で
書
写
し
た
も
の
の
、
原
本

の
破
損
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
つ
づ
き
を
書
写
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
も
思
え
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
あ
る
い
は
本
書
の
原

本
も
践
柞
部
類
記
の
材
料
に
し
よ
う
と
し
て
公
衡
自
身
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
た
日
次
記
、
も
し
く
は
自
ら
作
成
し
た
写
で
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

　
ま
た
、
平
林
は
、
「
公
衡
の
日
記
が
管
見
記
と
し
て
西
園
寺
家
に
蔵
さ
れ
る
一
方
、
別
記
や
部
類
記
が
伏
見
宮
に
伝
存
さ
れ
た
理
由
は

不
明
で
あ
る
が
、
公
衡
女
寧
子
か
ら
皇
子
光
厳
・
光
明
両
天
皇
な
ど
を
経
て
伝
わ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
。
寧
子
を
媒
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介
と
し
て
光
厳
・
光
明
以
下
の
持
明
院
統
（
北
朝
）
天
皇
家
に
公
衡
の
日
記
が
伝
わ
る
の
は
、
有
り
得
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
、
永

仁
六
年
の
後
伏
見
天
皇
践
柞
は
、
伏
見
天
皇
か
ら
そ
の
子
後
伏
見
天
皇
へ
の
譲
位
で
あ
り
、
持
明
院
・
大
覚
寺
両
統
分
裂
以
後
は
じ
あ
て

持
明
院
統
天
皇
が
続
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
後
の
即
位
・
大
嘗
会
の
記
文
と
と
も
に
、
持
明
院
統
に
と
っ
て
極
め

て
重
要
で
、
尊
重
さ
れ
る
べ
き
記
録
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
部
類
記
に
作
り
か
え
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
と
ま
り
で
残
さ
れ
た
可
能
性
も
想

定
で
き
よ
う
。

　
最
後
に
、
公
衡
の
手
に
な
る
別
記
や
部
類
記
が
伏
見
宮
家
に
伝
存
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
も
少
し
触
れ
て
お
き
た
い
。
観
応
二
年
（
一

三
五
一
）
、
観
応
の
擾
乱
の
混
乱
に
よ
っ
て
生
じ
た
南
朝
方
の
政
権
接
収
（
い
わ
ゆ
る
正
平
一
統
）
の
破
綻
に
よ
っ
て
、
南
朝
方
は
北
朝

天
皇
家
の
崇
光
天
皇
（
上
皇
）
や
光
厳
・
光
明
両
上
皇
、
皇
太
子
直
仁
親
王
等
を
賀
名
生
に
連
れ
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
北
朝
方

は
、
広
義
門
院
寧
子
を
治
天
に
立
て
、
仏
門
に
入
る
予
定
で
あ
っ
た
光
厳
上
皇
の
第
三
皇
子
（
後
光
厳
天
皇
）
を
即
位
さ
せ
た
。
し
か
し

こ
れ
は
、
そ
の
後
捕
え
ら
れ
て
い
た
崇
光
上
皇
等
が
帰
還
し
た
た
め
、
皇
統
が
ま
た
し
て
も
分
裂
し
て
し
ま
う
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し

た
。
そ
れ
が
、
直
系
で
あ
っ
た
崇
光
院
流
と
傍
系
か
ら
天
皇
と
な
っ
た
後
光
厳
院
流
と
の
併
存
で
あ
り
、
崇
光
院
流
は
直
系
な
る
が
ゆ
え

に
累
代
の
記
録
や
宝
物
を
持
ち
、
後
者
に
対
抗
し
た
が
か
な
わ
ず
、
伏
見
宮
家
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
後
光
厳
院
流
の
継
嗣
が
絶
え
、
貞

成
親
王
（
崇
光
院
の
孫
）
の
子
で
後
小
松
院
の
猶
子
と
な
っ
た
彦
仁
王
（
後
花
園
天
皇
）
が
即
位
し
た
こ
と
で
、
そ
の
弟
貞
常
親
王
の
継

承
し
た
伏
見
宮
家
が
世
襲
宮
家
と
し
て
安
定
し
、
近
代
ま
で
続
い
た
わ
け
で
あ
る
。
た
め
に
、
伏
見
宮
家
は
『
公
衡
公
記
』
の
別
記
や

『
公
衡
公
記
』
の
一
部
を
含
む
部
類
記
を
多
く
有
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
学
習
院
大
学
史
料
館
受
託
『
西
園
寺
家
文
書
』
の
中
に
は
、
以
前
紹
介
し
た
『
万
一
記
』
や
今
回
紹
介
し
た
『
公
衡
公
記
』
な
ど
の
日

記
以
外
に
も
、
中
世
に
か
か
る
文
書
類
、
た
と
え
ば
室
町
時
代
初
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
筑
前
国
感
多
荘
文
書
目
録
や
、
寛
正
六
年
（
一

四
六
五
）
の
河
瀬
清
貞
山
城
国
美
豆
牧
代
官
職
請
文
、
あ
る
い
は
院
厩
別
当
の
歴
名
で
あ
る
御
厩
司
次
第
な
ど
が
あ
り
、
順
次
紀
要
等
で
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紹
介
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

主
要
参
考
文
献

網
野
善
彦
「
西
園
寺
家
と
そ
の
所
領
」
（
『
国
史
学
』
一
四
六
号
、
一

　
九
九
二
年
）

橋
本
義
彦
「
部
類
記
に
つ
い
て
」
（
同
『
平
安
貴
族
社
会
の
研
究
』

　
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
、
初
出
は
一
九
七
二
年
）

同
　
　
　
「
古
記
録
と
古
文
書
」
（
同
『
平
安
の
宮
廷
と
貴
族
』
吉

　
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）

林
屋
辰
三
郎
『
内
乱
の
な
か
の
貴
族
』
（
角
川
書
店
、
一
九
七
五

　
年
）

平
林
盛
得
「
伏
見
宮
旧
蔵
部
類
記
と
西
園
寺
公
衡
」
（
『
書
陵
部
紀

　
要
』
四
三
号
、
一
九
九
二
年
）

本
郷
恵
子
『
中
世
公
家
政
権
の
研
究
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九

　
九
八
年
）

松
薗
　
斉
『
日
記
の
家
－
中
世
国
家
の
記
録
組
織
1
』
（
吉
川
弘
文

　
館
、
一
九
九
七
年
）

村
田
正
志
『
謹
註
椿
葉
記
』
（
同
著
作
集
四
、
思
文
閣
出
版
、
一
九

　
八
四
年
、
初
刊
は
一
九
五
四
年
）

森
　
茂
暁
『
鎌
倉
時
代
の
朝
幕
関
係
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
一

　
年
）

龍
　
　
粛
「
後
嵯
峨
院
の
素
意
と
関
東
申
次
」
（
同
『
鎌
倉
時
代
』

　
下
、
春
秋
社
、
一
九
五
七
年
）
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凡
　
例

　
使
用
漢
字
は
原
則
と
し
て
常
用
漢
字
を
用
い
た
。

一　
文
中
に
適
宜
、
読
点
（
、
）
・
並
列
点
（
・
）
を
加
え
た
。

一　
校
訂
注
は
原
本
の
文
字
に
置
き
換
え
る
べ
き
も
の
は
〔
〕
、
参
考
ま
た
は
説
明
の
た
め
の
も
の
は
（
）
で
括
っ
た
。

一　
文
字
が
欠
損
し
て
い
る
場
合
は
、
字
数
を
測
り
口
で
示
し
た
。

一　
文
字
が
塗
抹
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
字
数
を
測
り
■
で
示
し
た
。
も
と
の
文
字
が
判
読
で
き
る
場
合
は
、
×
を
冠
し
て
右
傍
に
注
し

一　
た
。

　
文
字
の
上
に
重
ね
て
別
の
文
字
を
書
い
た
箇
所
は
、
後
に
書
か
れ
た
文
字
を
本
文
と
し
、
そ
の
左
傍
に
・
を
付
し
、
も
と
の
文
字
に

一
×
を
冠
し
て
右
傍
に
注
し
た
。

　
割
り
書
の
割
り
注
に
対
す
る
割
り
注
は
〈
　
〉
で
括
っ
た
。

　
文
中
の
人
名
に
つ
い
て
は
傍
注
を
略
し
、
別
に
人
名
索
引
に
ま
と
め
た
。
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鵬
近
杖
臨
瀦
譜
醸
漏
譜
罎
鯉
灘
響
、
幽
幣
愈
粘
縛
襟
…
論
～
、
°

灘
讐
鐸
嶢
臣
．
俊
兼
、
、
．
陣
階
下
、
懸
蠣
魏
胃
爆
獺
、

蛭
都
離
或
着
靴
内
侍
臨
東
橿
・
大
臣
贔
着
兀
子
・
次
閏
・
錘
司

　
　
令
着
、
次
大
臣
召
舎
人
、
諸
卿
可
参
列
標
下
、
異
位
重
行
、
右
大
臣
、
予
、

　　

ﾟ
上
一
列
、
大
炊
御
門
大
納
言
、
娘
蛛
ズ
嗣
融
秋
殖
轍
ガ
師
泣
膜
抹
バ
輔
櫨
捕
鹸
い
駄
蝦
髄
棚
謹
諌
・

　
　
価
立
上
、
左
大
将
、
冬
平
、
権
大
納
言
、
実
泰
、
中
宮
大
夫
、
通
重
、
一
条
大
納
言
、
内
実
、

近
衛
大
納
量
．
、
饗
烈
官
田
小
路
沖
蜘
難
〕
実
難
明
肇
帥
鰍
言
、
冬
、
良
、
中
宮
権
大
夫
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洞
院
口
口
口
、
口
口
、
春
口
口
大
夫
、
家
雅
、

　
　
公
顕
、
滋
野
井
中
納
言
、
冬
季
、

　　

恬
｢
小
路
中
納
言
、
蜥
腫
劇
配
並
妃
徽
坤
納
一
言
口
也
、
伍
大
納
言
末
堀
川
中
納
言
、
顕
世
、

　　

｡
中
納
言
、
撒
蛙
だ
紀
証
寵
短
也
、
六
条
宰
相
、
蝶
粛
劇
紅
並
池
、
循
二
位
中
納
舌
口
列
末
花
山
院

　　

ﾉ
相
中
将
、
輸
鵬
鋤
・
二
条
宰
相
、
頼
藤
、
新
宰
相
中
将
、
嫉
謝
側
軒
纏
講
ダ
紀
圧
三
位
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
　
　
参
列
之
後
、
右
府
随
身
在
日
華
門
北
腋
、
南
上
西
面
、
予
随
身

　
　
　
　
在
同
南
腋
、
北
上
西
面
、
左
大
将
随
身
在
中
門
下
、
西
上
北
面
、
予
参
列

　
　
　
　
時
実
員
・
基
藤
・
実
綱
・
公
秀
等
朝
臣
退
列
、
依
家
礼
也
、

一畏

ﾄ
轟
之
後
・
内
弁
召
宣
命
使
繕
偲
灘
撤
、
給
宣
命
・
内
弁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
覧
〕
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言

下
殿
、
与
宣
命
使
、
相
揖
自
桜
樹
巽
程
練
歩
、
経
大
納
ψ
前
大
臣

後
、
加
右
府
上
、
次
宣
命
使
就
版
宣
制
、
両
段
共
再
拝
、
鍵
畝
．

轍
鍍
か
擁
輔
帥
拠
延
皿
踊
鰍
・
次
宣
命
使
復
本
列
、
魏
花
難
坤
納
言
後
歎
、

諸
卿
自
上
膓
退
列
、
紐
締
註
樋
練
粥
ガ
醗
鍬
姫
綴
獣
麹
＝
口
揃
脚
髄
隔
㌫
畑
糖
瀞
嶽

二
位
中
納
言
等
後
、
左
大
将
・
権
大
納
言
経
大
納
言
後
二
位
中
納
言
前
、
富
小
路
・
衣
笠
両
中
納
言

経
中
納
言
後
、
是
已
下
皆
経
列
前
、
公
顕
卿
経
中
納
言
後
欺
、
自
此
時
随
身
止

前
音
、
此
事
有
説
々
、
不
同
也
、
今
日
予
井
左
大
将
随
身
如
此
、
右
府
自
参
入
之
時

渠鋪

ь涛

･ゼ

Q
娩
㌔
蝦
鰍
癬
秘
撤
賭
随
身
等
追
前
也
、
日
疋
旧
例
歎
、
勅
授
人

奢
府
以
下
皆
解
剣
、
離
繍
群
麟
醗
墾
禁
色
人
〔
参
力
〕

依
近
例
不
脱
之
、
頭
中
将
同
前
、
諸
卿
右
大
臣
已
下
縦
欄
腿
拙
ポ
逐
口
口

俳
徊
清
涼
殿
東
中
門
外
、
此
間
掃
部
寮
敷
錘
道
、
舶
疎
離
軒
至
新
主

摂
政
桝
鯛
職
否
参
候
清
涼
殿
孫
庇
辺
、
朝
醐
弛
継
解
塀
予
井
左
大
将

覧
讐
同
算
離
予
先
・
嘩
朝
臣
仰
葵
巻

清
涼
殿
鶴
庇
御
簾
、
碧
次
内
侍
二
人
購
購
難
騨
輔
舗
装
轟

取
剣
璽
、
出
母
屋
御
簾
立
同
簾
下
、
陥
糊
雄
欝
理
妨
ザ
抑
酷
無
灘
盟
期
髄
粧
鮪
馳
『
口

膿
圏
雛
誕
鞠
縫
覇
侍
只
嘉
間
此
間
執
柄
井
左
右
大
将
脆
．
南
力
．

　
　
　
　
本
マ
・

候
、
次
「
位
次
在
親
平
下
、
然
而
依
為
貫
首
取
御
剣
、
先
例
又
如
此
、
」
蔵
人
頭

　
　
　
　
（
頭
書
ヵ
）

左
中
将
兼
季
朝
臣
礫
鰍
グ
倦
膿
r
顯
謹
紺
譲
朗
賭
穂
期
於
殿
上
方
自
殿
上
方
参
進
、
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謬
、
講
矯
或
自
地
下
然
而
其
例
否
之
上
・
寛
元
嘉
例
如
此
・
崖
蹴

自
殿
上
直
参
進
也
、
給
御
剣
、
鮪
撰
如
入
袋
右
中
将
親
平
朝
臣
龍
次
阯
舗
夜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
襲
〕

淋磁

ﾊ麟

桃k

b仁

曙ｵ

ｮ
鰍
猷
纈
鰭
鞠
、
同
自
堂
上
参
進
、
給
璽
、
有
覆
、

各
乍
立
給
之
、
舶
鵬
嫉
琳
境
、
此
間
予
於
長
橋
妻
着
沓
、
幡
帳
陳
塒
管
瓢
儲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
密
、
下
同
ジ
〕

徽輔

濠ﾚ

｣剛

ｺ
自
余
随
身
等
進
立
東
階
南
腋
、
猷
踊
馴
㎜
鵬
麻
鷹
陵
左
大
将

自
殿
上
北
面
贅
子
降
立
、
幡
霰
環
兼
進
立
階
北
腋
、
南
面
、
次
剣
璽

次
将
降
東
階
、
執
柄
同
降
其
階
嫡
潮
撚
踏
撒
ボ
躰
観
汲
、
若
徒
践
被
歩

被
候
璽
後
、
左
右
大
将
前
行
干
莚
道
左
右
、
陥
残
履
両
次
将

歩
錘
道
上
、
徒
践
、
出
中
門
南
行
、
出
高
倉
面
四
足
門
北
行
、
二
条
東
行
、

西園寺家所蔵r公衡公記』

富
小
路
北
行
、
入
新
帝
御
所
四
足
、

　
　
行
列
如
恒
、
離
黙
姫
臣
薩
離
鞠
騰
鰹
参
会
新
帝
御
所
、

左
右
衛
門
・
左
右
兵
衛
・
左
右
近
衛
等
傍
路
左
右
供
奉
、

左
衛
門
正
権
佐
鉦
噸
警
公
卿
為
先
下
膓
前
行
、
茄
楠
罰
鷹
雄
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
予
正
笏
、
左
大
将
持
弓
、

鮪献

¥㎜

ｬ馳

c瓢

蜥�

u
鮪
或
在
莚
道
左
、
次
左
右
大
将
、
酪
鄭
嗅
只

　
本
マ
・

焔嫡

C馳

ﾃ派

ﾇ
前
、
次
左
右
近
次
将
鰍
征
輔
鮪
坤
、
師
信
・
実
躬
等

卿
各
候
本
陣
、
類
鵬
殖
此
事
先
例
不
同
、
或
候
公
卿
列
、
或
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候
本
陣
也
、
次
御
剣
次
将
、
徒
践
、
次
神
璽
次
将
、
同
、
御
剣
之

左
右
・
主
殿
官
人
各
一
人
取
松
明
奉
相
従
・
次
執
柄
・
灘
、
兼
有
．

　
長
親
等
朝
臣
・
左
右
中
弁
・
左
少
弁
定
資
・
左
衛
門
権
佐
・
右
馬
頭
有
時
等
供
奉
云
々
、

　
　
大
刀
契
・
鈴
、
以
下
行
列
存
例
、
妙
麹
脂
畷
糠
働
舗
鮪
騰
嘲
趙
鍵
・

　
　
於
新
帝
御
所
左
右
衛
門
留
門
外
、
兵
衛
・
近
衛
留
中
門
外
、
諸
卿

謙
死
立
中
門
内
・
離
両
宰
相
中
将
於
此
所
袈
卿
列
・
奢

　
　
大
将
於
門
内
立
替
如
例
、
駐
磁
鵤
飽
献
脱
下
騰
大
将
立
南
階
東

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
磐
、
下
同
ジ
〕

　
　
西
、
剣
璽
過
前
給
之
間
、
諸
卿
驚
折
、
鰍
欄
蘭
・
剣
璽
昇
自
南

鵬
階
、
灘
輌
嘱
階
、
授
内
侍
二
人
、
離
耀
羅
鷲
鉦
耀
鑛
擁
相
゜
°

　
不
之
字
落
欺
、
不
審
、

　
　
脆
授
之
、
内
侍
帰
入
、
安
御
剣
於
夜
御
殿
、
両
次
将
降
南
階
退
入
、

随
身
一
人
兼
持
弓
井

沓
、
儲
南
階
腋
辺
、

尻
於
沓
脱
休
息
、

張
袴
、
出
御
、

奉
新
主
勅
、
摂
政
召
蔵
人
邦
光

　
　
次
公
卿
自
下
膓
揖
退
入
、
各
出
中
門
外
懸

　
　
砒
細
糀
献
雌
鯵
ス
、
此
後
良
久
、
次
新
帝
姻
「
樋

翻鍛

附ｾ

a
設
購
鱒
畷
曜
如
恒
・
摂
政
被
候
贅
子
陥
薩
甑
澗
、

　　

@
　
　
左
衛
響
㌔
於
瑚
下
・
雛
湖
仰
云
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
籏
〕

蔵
人
二
候
へ
、
邦
光
拝
舞
退
、
次
召
同
蔵
人
於
葺
子
、
仰
條
々

事
、
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公
卿
昇
殿左左マ右右

少少こ中中
　　　将将将将
通公
顕秀
朝朝
臣臣

家長
輔嗣
朝朝
臣臣

殿
上
人

左左
中　中

将将
実公
員朝
朝　々
臣　臣

左
少
弁
定
資

勘
解
由
次
官
仲
高

勅
授

牛
車

俊
雅
朝
臣
　
永
親
朝
臣

元
学
士

式
部
権
大
輔
資
宗
朝
臣

σ
ー
内
蔵
頭
家
相
朝
臣

左
中
将
基
藤
朝
臣

左
中
将
冬
房
朝
臣

右
中
弁
雅
俊
朝
臣

右
少
弁
頼
房

治
部
大
輔
藤
朝

前
春
宮
権
大
進
光
経
　
民
部
大
輔
長
隆

前
東
宮
学
士
在
経
　
　
前
春
宮
権
大
進
泰
忠

右
兵
衛
督
信
有
朝
臣

同
刑
部
卿
在
兼
朝
臣

右
大
弁
信
経
朝
臣

左
中
弁
為
行
朝
臣

愚
息左

少
将
実
衡
朝
臣

右
中
将
清
雅
朝
臣

右
衛
門
権
佐
光
方

前
春
宮
権
大
進
雅
任

左
衛
門
佐
資
冬

　
　
　
今
朝
経
守
朝
臣
送
御
教
書
於
実
衡
許
云
、

　
　
　
今
日
可
被
仰
昇
殿
、
可
存
知
云
々
、
礼
紙
殊
可

　
　
　
早
参
之
由
載
之
、
於
昇
殿
事
者
、
可
存
知
、
於

　
　
　
出
仕
者
、
未
申
拝
賀
之
由
、
申
了
、

　
　
兼
任
朝
臣
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
基
仲
子

蔵
人
・
旛
騨
馨
纏
灘
ぺ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
已
上
先
朝
頭

　
頭
左
大
弁
藤
原
経
守
朝
臣
、
　
左
近
中
将
藤
原
兼
季
朝
臣
、

　
　
　
（
マ
・
）
民
部
少
輔
信
忠
、
－
　
　
　
本
紛
失

　
蔵
人
頭
左
衛
門
権
佐
雅
輔
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
惟
〕

所
出
納
安
悔
紛
隊
・
繭
中
原
俊
養
繁

　
　
　
　
　
中
原
俊
環
膿
響
已
上
三
人

　
　
　
佐
伯
光
長
、

所
衆
　
　
　
藤
原
清
重
、
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瀧
口
縫
鎮
覇
騨

　
　
　
以
上
被
仰
之
、
繍
雄
断
紙

蔵
人
渠
出
無
名
門
袋
来
左
歴
剛
鰯
鴉
門
外
仰
口

勅
授
牛
車
等
事
、
左
府
以
雑
色
長
鎌
殖
召
外
記
、
少
外
記

利
重
参
進
、
脆
左
府
前
、
左
府
欲
被
宣
下
之
処
、
利
重
申
云
、

為
承
此
宣
下
大
外
記
所
候
也
云
々
、
然
者
可
召
之
由
被
仰
、
大
外
記

師
顕
参
進
・
左
府
乍
立
被
仰
之
・
師
顕
麗
屈
奉
仰
・
騰
称

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
看
メ
イ

唯
退
入
、
自
余
条
々
邦
光
下
知
出
納
欺
、

　
　
小
舎
人

　
　
　
紀
頼
弘
　
　
　
同
為
基
　
　
　
同
有
康
　
　
　
同
高
種
　
　
　
同
篤
弘

　
　
　
同
氏
弘
　
　
　
同
資
広
　
　
　
同
遠
弘
云
々
、

次
主
上
入
御
、
此
間
勅
授
人
々
帯
剣
、
融
帥
潤
外
地
上
此
後

良
久
東
嶺
已
曙
之
間
、
摂
政
被
降
立
被
申
慶
、
撫
脚
次
、

次
摂
政
以
下
諸
卿
列
立
中
門
外
、
錬
趾
翫
頂
摂
政
三
公
以
蔵
人
邦
光

奏
毒
舞
舞
鑛
難
晦
次
両
貫
菖
下

殿
上
人
等
列
立
殿
上
口
、
軌
趾
・
以
邦
光
奏
事
由
、
拝
舞
云
々
、
此
間

公
卿
等
難
可
着
殿
上
、
天
已
曙
之
間
、
面
々
競
出
、
鯛
鞠
已
右
府
・
予

122



西園寺家所蔵『公衡公記』

（7張）

等
二
条
西
行
之
間
、
内
侍
所
自
旧
主
御
所
渡
御
、
舵
妙
欄
嫉
蒲
輔
醍

陥醸

?
]
航
新
紡
欝
麟
盤
酸
鶴
距
炉
臓
人
輔
信
忠
、
外
記
史
等
傍
右
府
・
予
等

暫
立
留
、
本
楠
・
内
侍
所
令
過
給
之
間
各
相
並
脆
地
、
平
伏
、
次
右
府

　
　
　
　
　
〔
頭

乗
車
被
退
出
了
、
予
帰
参
旧
主
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
被

伝
聞
、
此
間
自
旧
主
ゆ
渡
御
装
束
・
御
笏
・
御
抱
以
下
如
恒
、
納
蒔

絵
衣
筥
、
薙

各
居
蒔
絵
案
、

　
〔
定
〕

光
冬
勅
使
参
於
中
門
申
事
之
由
、

案
立
昼
御
座
篭
子
、

等
給
蔵
人
所
、

渡
御
日
時
可
勘
申
之
由
於
上
卿
、

日
時
、
難
鰍

墜
・
書
頭
中
将
舗
蟹
之
云

本
マ
・

予
許
、
勿
論
存
之
由
答
申
了
、

次
頭
中
将
於
陣
下
吉
書
於
上
卿
大
炊
御
門
大
納
言
、
云
々
、
此
事
五
人
之
職

事
皆
可
内
覧
下
也
、
而
今
員
華
朝
臣
許
云
・
、
蹄
噸
鐙
・

　
以
濃
打
裏
々
之
、
御
笏
入
錦
袋
、
納
平
文
筥
、

　
　
　
本
マ
・

狂
融
鑛
甑
岬
物
「
離
灘
賂
講
騰
勘
・
蔵
人
治
部
少
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
即
五
位
蔵
人
二
人
昇
御
衣

　
　
　
内
侍
取
御
衣
持
参
御
所
、
御
笏
・
案

次
渡
累
代
宝
物
已
下
雑
具
等
、
此
間
内
侍
所

　
　
本
マ
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
炊
御
門
大
納
言
、
々
々
向
陣
問
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
季
〕

・
次
於
摂
政
直
羅
吉
書
、
籔
灘
繍
蘇
難
礎
、

　
　
　
本
不
見

　
　
　
　
　
佳
例
也
、
如
何
之
由
今
朝
執
柄
被
送
状
於

　
　
　
　
　
挿
杖
見
之
、
作
法
能
々
習
礼
了
、
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如
拝
賀
之
時
、
内
蔵
寮
請
奏

於
陣
下
上
卿
也
、

大
炊
御
門
大
納
言
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
術
力
）

次
経
守
朝
臣
条
々
奉
奉
仰
、

々
上
卿
、

124

　
　
　
上
皇
御
飯
内
膳
大
炊
如
本
可
備
進
事
、
禁
色

　
　
　
雑
抱
事
等
歎
、

御
乳
父
禁
色
、
職
事
向
台
盤
所
仰
其
人
欺
、
次
供
朝
夕

御
膳
、
罐
難
藻
癒
璽
い
・

次
第
事
等
定
存
例
歎
、
以
上
以
伝
説
記
之
、

　
　
　
　
　
院
中
事

　
　
予
帰
参
以
前
新
大
納
言
父
子
各
束
帯
、
・
雅
俊
朝
臣
・
藤
朝
等
及

　
　
六
位
判
官
代
両
三
人
砥
候
御
所
、
旧
主
畑
唄
御
被
尋
仰
　
内
裏

之
儀
、
予
服
寒
氷
補
気
、
次
廻
弘
調
議
糠
方
、
類
鞠
囎
㍉
宮
権

　
　
先
是
改
所
々
装
束
、
膿
醐
断
論
渚
『
賄
識
桝
耽
調
脚
僅
広
フ
日
寝
殿
垂
庇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

御
簾
、
巻
母
屋
御
簾
、
鹿
階
間
釜
諮
座
・
欝
簾
以
清
涼

殿
為
弘
御
所
、
論
錨
麟
舗
纏
課
聾
艀
激
獣
駄
経
織
縫
冥
不
立

　
　
　
　
　
　
　
　
嘱
適

　
　
置
物
，
御
厨
子
．
楽
器
等
、
公
卿
座
藤
墾
い
鰭
難
腿
飯
幣
可
為
皇
居
之
間
、

鵬
巻
御
簾
敷
高
麗
端
畳
、
旛
殿
轟
灘
諮
騨
繁
騨
馨
畢



西園寺家所蔵r公衡公記』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
マ
・

敷
弘
葬
紫
端
畳
等
、
饒
理
台
盤
・
簡
・
辛
櫃
如
旧
、
螺
顎

　
　
庁
居
饗
製
、
台
盤
所
御
筒
子
被
渡
新
帝
、
簡
・
辛
櫃
・
台
盤

　　

剋
b
撤
之
、
上
北
面
殿
上
北
面
、
敷
紫
端
畳
、
に
断
側
蟹
耽
面
始
以
前
御
車
宿

鮮
羅
麟
翌
佃
疑
鷺
掌
醜
甑
当
頼
親
塑

　
　
所
、
頭
中
将
内
裏
事
畢
帰
、
参
院
鮪
能
懸
餅
髄
蝶
兀
・
砥
候
、
可
為

　
　
院
司
也
、

　
　
　
　
書
様
鱒
糧
逐
為
不
審

購
当

　
　
　
内
大
臣
執
事
、

　
　
頼
親
卿

　
　
　
権
大
納
言
藤
原
朝
臣

　
　
　
中
宮
権
大
夫
藤
原
＼
＼
御
厩
別
当
、

　
　
蔵
人
頭
左
大
弁

　
　
　
経
守
朝
臣

　
　
蔵
人
頭
左
中
将
中
宮
権
亮

　
　
　
兼
季
朝
臣

　
　
右
中
弁

　
　
　
雅
俊
㌧
、

　
　
判
官
代

∴
欝
年
預
鰍
灘
舞
塑
．
雛
瀞
公
卿
不
可

　
　
　
橘
知
教
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同　
藤
原
懐
通

同　
橘
以
敏

右
近
将
監

　
源
季
成

同
藤
原
博
清
以
上
御
在
位
之
時
六
位
蔵
人
毒

蔵
人

　
菅
原
藤
長
在
嗣
卿
孫
云
々
、

主
典
代

庁
仕
所
奉
行

　
安
部
資
郷

御
在
位
之
時
二
脱
出
納

　
中
原
俊
茂
両
人
共
五
位
也
、

　
　
此
外
別
納
所
奉
行
一
院
納
所
紀
高
氏

　
　
可
兼
行
之
由
有
沙
汰
、
醜
罐
殺
之
而
高
氏
服
解
也
、

　
　
子
息
範
直
翌
酬
記
可
立
面
之
処
、
件
範
直
最
前

補
主
課
之
条
饗
働
A
．
月
下
旬
輩
心

　
　
範
直
被
補
主
典
代
、
被
仰
別
納
所
了
、
料
所
錐

　
　
未
治
定
課
役
等
無
慨
怠
致
沙
汰
了
、
同
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
僧
）

　
　
　
　
　
　
　
　
本
マ
・
元
実
承
経

　
　
中
旬
以
其
国
零
郷
鼎
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
被
付
別
納
所

　
　
畢
、
但
被
付
万
疋
分
於
別
納
所
、
其
余
剰
可
為
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御
牛
之
飼
井
召
次
給
物
等
之
由
、
被
仰
高
氏
之

　
　
処
申
領
状
畢
、

　
　
庁
料
所
石
見
国
郷
保
五
ヶ
所
欺
、
資
郷
申
賜
了
、

　
　
仕
所
其
内
也
、
於
御
作
手
等
者
、
猶
為
一
院
御
分
、
御
幸

　
　
時
被
召
渡
此
御
方
也
、
班
嫉
雌
雄
辱

召
陰
陽
師
於
蔵
人
所
、
令
勘
院
中
日
次
、
次
予
・
新
大
納
言
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
マ
・

中
宮
権
大
夫
等
着
殿
上
、
次
摂
政
被
参
、
於
中
門
被
申
慶
、
甑

姻題

ﾙ繭

ﾋ醐

芬
沒
ｰ
上
参
御
所
、
給
院
司
交
名
、
被
着
殿
上
、

舞
糠
厳
塞
題
次
摂
政
被
下
交
名
於
モ
灘
攣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
下
］

殿
上
人
架
雛
騨
以
瀧
・
為
武
者
所
．
魏
好
元

之
由
同
被
仰
之
、
次
摂
政
起
座
退
出
、
鑓
嘔
語
贈
骸
諾
殖
凌

　
　
殿
上
人
交
名
書
様
鵬
館
騰
調
磁
癩
襯
嚇
摺
凄

右
中
将
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
中
将
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
親
平
朝
臣
　
　
　
　
　
　
公
朝
朝
臣
　
　
　
　
　
　
俊
雅
朝
臣

同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
兵
衛
督

　
家
親
朝
臣
　
　
　
　
　
　
親
教
朝
臣
　
　
　
　
　
　
信
有
朝
臣

左
中
将
　
　
　
　
　
　
　
　
　
刑
部
卿
　
侍
従
　
　
　
　
　
　
左
京
大
夫

　
実
員
朝
臣
　
　
　
　
　
　
在
兼
朝
臣
　
　
　
　
　
　
隆
政
朝
臣
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左
中
将

親
氏
朝
臣

宮
内
卿

兼
有
朝
臣

右
中
将

経
賢
朝
臣

内
蔵
頭

家
相
朝
臣

右
中
将

家
輔
朝
臣

右
少
将

公
秀
朝
臣

右
中
将

信
定
朝
臣

中
務
大
輔

永
賢
朝
臣

右
少
弁

頼
房

　
（
マ
・
）

蔵
人
右
衛
門
佐

惟
輔

治
部
大
輔

藤
朝

左
馬
頭

定
成
朝
臣

右
京
大
夫

成
能
朝
臣

中
宮
亮

顕
相
朝
臣

右
中
将

隆
定
朝
臣

左
中
将

基
藤
朝
臣

左
中
将

冬
房
朝
臣

左
少
将

通
顕
朝
臣

左
少
将

基
方
朝
臣

蔵
人
民
部
少
輔

信
忠

右
衛
門
権
佐

光
方

右
中
将

実
任
朝
臣

右
中
将

長
嗣
朝
臣

左
中
将

宗
清
朝
臣

右
大
弁

信
経
朝
臣

左
中
弁

為
行
朝
臣

右
中
将

通
藤
朝
臣

右
少
将

俊
兼
朝
臣

右
中
将

清
祐
朝
臣

蔵
人
治
部
少
輔

光
定

勘
解
由
次
官

仲
高

　
　
　
　
以
上
昇
殿
如
元
、

次
予
召
雅
俊
朝
臣
下
給
交
名
、
此
次
仰
主
典
代
事
、
四
位

院
司
於
中
門
辺
召
主
典
代
下
知
之
、
次
予
以
下
立
車

宿
前
、
鯉
麺
、
鍛
嬰
洌
畠
鞠
班
粒
鉱
職
韻
叢
瀬
鎌
触
欝
肇

以
判
官
代
懐
通
奏
事
之
由
、
同
時
拝
舞
、
次
予
以
下

院
司
公
卿
三
人
帰
着
殿
上
、
次
一
献
、
四
位
院
司
雅
俊
朝
臣

定
資
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持
参
盃
、
居
折
敷
、
五
位
判
官
代
資
冬
取
瓶
子
、
次
箸
下
、

次
公
卿
起
座
退
出
、
肝
鞠
也
・

西園寺家所蔵『公衡公記』

（12張）

廿
三
日
誓
刻
着
束
帯
雛
瀞
婁
帯
、
参
院
、
鶉
家
捗
箪
随
身

晶
鋸
罫
難
駿
野
零
将
雛
蔭
干
時
六
条
宰
相
束
帯
来
逢
・
同

相
率
参
院
、
上
下
無
人
、
主
典
代
・
庁
官
等
砥
候
殿
上
、
錐
居

饗
庁
勘
之
、
任
近
例
不
着
座
、
参
御
前
申
條
々
事
、
伝
聞
、

新
大
納
言
・
六
条
宰
相
・
二
条
宰
相
・
新
宰
相
中
将
等
参
、
譜
煉
滞

舞
近
習
之
輩
譲
着
裏
参
云
・
・
花
轟
髄
城
次

参
内
、
舶
籍
鰍
櫻
砿
鞭
翻
撫
秒
燃
P
搬
鵬
躰
賭
雄
櫨
鰍
両
卿
両
雲
客
等

同
相
伴
、
次
参
一
院
各
相
伴
、
申
昨
今
儀
等
、
御
気
色
快
然
、
誠
有
其
謂
、

廿
四
日
配
陰
晴
不
定
、
時
々
雨
下
、
及
晩
参
新
院
、
新
報
勲
聯
湘
倒
担
六

殿
上
饗
如
昨
日
、
人
々
不
着
座
、
次
参
内
、
今
日
参
議
不
参
、

伍
予
不
着
宜
陽
殿
饗
、
轍
鯵
購
派
鯵
ザ
財
距
於
常
御
所
入

見
参
之
後
参
一
院
、
依
有
可
申
入
事
也
、
此
間
中
宮
権
大
夫
・
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件
歎

　
花
山
院
中
納
言
・
万
里
小
路
中
納
言
・
藤
中
納
言
等
着
陣
饗
、

　
左
少
弁
定
資
一
献
云
々
、
箸
下
、
人
々
起
座
云
々
、
次
殿
上
饗

　
両
貫
首
・
左
少
弁
定
資
・
五
位
蔵
人
信
忠
・
光
定
・
六
位
蔵
人

　
等
参
着
云
々
、

含
刑
部
卿
在
兼
朝
臣
被
仰
譲
町
輔
懸
鞭
逐
人
被
擢

蜘
　
正
応
例
歎
、
経
守
朝
臣
奉
仰
下
知
之
、
又
内
殿
上
人
中
十
人

03
@
被
加
仰
之
、
親
平
朝
臣
・
実
任
朝
臣
・
業
顕
朝
臣
・
兼
有
朝
臣
・

永
賢
朝
羅
も
顕
相
・
範
春
・
頼
俊
・
俊
兼
・
壷
等
朝
臣
杷
母

　
予
奉
院
仰
注
遣
経
守
朝
臣
許
畢
、

　
　
此
外
親
氏
朝
臣
・
隆
教
朝
臣
・
光
輔
朝
臣
・
実
綱
朝
臣
・

　
　
頼
任
・
俊
高
・
資
名
等
又
後
日
被
聴
之
、
頗
賄
忘
却
了
、

　
今
日
院
宣
到
来
、
中
御
門
飾
評
懸
蘇

　
　
　
　
　
　
　
本
マ
・

　
秦
武
躬
可
被
補
当
府
年
預
之
旨

　
御
気
色
候
也
、
伍
言
上
如
件
、
為
方
恐
惇
謹
言
、

　
　
　
七
月
廿
四
日
　
　
　
　
　
為
方
奉

　
　
進
上
　
伊
与
守
殿

　
　
即
可
下
知
之
由
、
出
請
文
了
、
即
下
知
年
預
次
将
中
将
実
任

　
朝
臣
了
、
縷
紡
献
輔
陥
判
可
下
知
之
由
有
請
文
、
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西園寺家所蔵「公衡公記』

（14張）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
駈
二
人
随
身
二
人

廿
錯
幣
日
著
直
条
参
新
院
、
・
鶴
輔
礁
碧
鑓
口
難
房

餅
聴
雄
囎
溝
鯉
叩
礎
轄
罰
嫡
下
騨
鰍
バ
槻
腓
働
勘
翻
阻
ド
也
・
人
々
多
以
砥
候
、
三
ヶ

　
　
〔
摂
政
〕

日
以
後
也
、
傍
直
衣
人
々
多
之
、
今
日
奏
事
始
也
、
職
事
・
弁
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
括
〕

　
字
不
見
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
衣
下
結
、

等　
　
新
大
納
言
触
之
、
各
参
上
、
伝
奏
新
大
納
言
一
人
也
、
今
日
御

湯
殿
始
也
、
定
資
申
沙
汰
之
、
其
間
事
可
尋
記
、
又
神
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
マ
・

御
祈
始
也
、
雅
俊
朝
臣
奉
行
之
、
被
行
河
臨
御
祓
、
近
衛
末
、
在

　
　
　
本
不
見

秀
朝
臣
－
ー
用
途
年
預
役
云
々
、
使
左
衛
門
佐
資
冬

参
勤
云
々
、
又
今
日
被
加
補
司
、
予
奉
仰
云
、
新
大
納
言
大
臣

許
遣
六
位
判
官
代
以
敏
触
之
、
納
言
以
下
主
典
代
向
触

云
々
、

　
　
別
当
左
大
臣
、
右
大
臣
、
土
御
門
大
納
言
、
雅
、
権
大
納
言
、
実
、

　
　
中
宮
大
夫
、
通
、
中
御
門
前
中
納
言
、
ミ
、
滋
野
井
中
納
言
、
冬
季
、
花
山

　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ロ

　
　
院
中
納
言
、
宗
、
藤
中
納
言
、
俊
、
別
当
、
具
俊
、
隆
政
朝
臣
、
左
京
大
夫
、

　
　
信
経
朝
臣
、
右
大
弁
、
為
行
朝
臣
、
左
中
弁
、

裏
〆
官
代
頼
房
右
少
弁
゜
光
定
葵
治
部
少
輔
゜
籍
蔵
人
左
衛
門
権
佐
゜
光
方
右
衛
門
権
佐
゜

　
　
仲
高
勘
解
由
次
官
主
典
代
御
在
位
時
出
納
一
脱
安
部
親
村
五
位
、
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又
被
聴
昇
殿
、
中
将
伊
有
朝
臣
・
光
輔
朝
臣
・
少
将
実
綱
朝
臣
・

　
　
勘
解
由
次
官
頼
任
・
少
将
雅
康
、
是
又
注
別
紙
歎
、
新
大
納
言

　
　
下
知
庁
欺
、

条
々
申
定
畢
予
退
出
、
日
来
候
陣
外
、
今
日
退
出
今
出
川
第
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
マ
・

後
聞
、
今
日
左
大
将
馳
徽
間
耀
参
内
井
院
、
随
身
上
騰
冠

依
陳
院
平
胡
籔
云
々
、
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廿
六
日
鮮
今
日
不
出
仕
、
禁
裏
被
聴
直
衣
之
人
々
、
自
仙
洞
被
注

　
下
、
兼
季
遣
御
教
書
、
土
御
門
大
納
言
・
大
炊
御
門
大
納
言
・
権
大
納
言
・

臓
衣
笠
中
納
言
・
中
宮
大
夫
・
洞
院
中
納
…
一
口
・
別
当
毒
執
柄
舞
、

　
口
錐
不
被
聴
着
之
也
、
大
臣
殿
同
前
歎
、
先
例
無
所
見
也
、

　
　
　
　
　
　
〔
可
脱
ヵ
〕
〔
給
脱
ヵ
〕

　
　
　
　
着
直
衣
令
参
内
者
、
依
摂
政
殿

　
　
　
　
御
消
息
、
言
上
如
件
、

　
　
　
（
鰹
馨
月
廿
六
日
中
宮
権
亮
兼
季
奉

　
　
　
進
上
　
土
御
門
大
納
言
殿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
x
本
マ
こ

　
大
概
如
此
書
遣
畢
、
用
宿
紙
、
抑
御
乳
剣
三
人
、
樋
鍾
箪
購
雅
．

　
　
〔
被
ヵ
〕
　
　
本
不
見

　
口
口
仰
前
於
－
ー
乳
父
者
、
錐
不
仰
無
左
右
着
之
欺
、
将
又

　
頭
弁
承
之
歎
、
可
尋
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
城
〕

難
譲
遣
輔
蕪
轟
購
羅
．
．
等

臨
響
嶺
仰
契
納
言
畢
麟
順
疑
鷺
継
螺
醤

［
H
H
H
］
也
、
侃
可
仰
遣
新
大
納
　
一
口
之
申
与
奪
雅
俊
朝
臣
て
　
凡
院
中
事
、
四
位
雅
俊

　
〔
位
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
ヵ
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
大
弁

五
ロ
ー
口
人
弘
御
所
庇
番
事
、
可
奉
行
之
由
被
仰
信
経

畢
、
予
仰
遣
新
大
納
言
畢
、
人
数
等
彼
朝
臣
直
可
申
定
給
之
、
旙
猷
欝
援
日

加
文
書
中

畢
、

西園寺家所蔵r公衡公記』

〈
編
集
付
記
〉

　
本
稿
は
、
『
学
習
院
大
学
史
料
館
所
蔵
史
料
目
録
第
一
五
号
　
西
園
寺
家
文
書
』

寺
家
所
蔵
『
公
衡
公
記
』
L
を
、
一
部
訂
正
の
う
え
再
録
し
た
も
の
で
す
。
な
お
、

ま
し
た
。

（
学
習
院
大
学
史
料
館
、
】
九
九
八
年
↓
一
月
）
に
掲
載
し
た
「
西
園

人
名
索
引
に
つ
い
て
は
紙
面
の
都
合
に
よ
り
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
　
3
3
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